
議案第160号「北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営の基準に関する条例の一部改正について」の訂正について 

１ 概  要 

  令和元年８月３０日付官報において、標記条例の改正の根拠となっている内閣府令（新運営

基準）に誤り箇所があることが公表されたことに伴い、議案を訂正するもの。 

２ 訂正内容 

条項 正 誤（現在の議案） 

第１５条 

第１項 

（略）施設型給付費（法第２７条第１項

の施設型給付費をいう。以下同じ。）（略）

（略）施設型給付費（法第２７条第１項

の施設型給付費をいう。以下この項、第

２０条及び第３７条第３項において同

じ。）（略） 

第５１条 （略）同条第１項中「施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。

以下」とあるのは「地域型保育給付費（法

第２９条第１項の地域型保育給付費を

いう。以下この項及び第２０条におい

て」と（略） 

（略）同条第１項中「施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。

以下この項、第２０条及び第３７条第３

項」とあるのは「地域型保育給付費（法

第２９条第１項の地域型保育給付費を

いう。以下この項及び第２０条」と（略）

第５２条 

第３項 

（略）この章（第４１条第２項を除き、

前条において準用する第９条から第１

５条まで（略） 

（略）この章（第４１条第２項を除き、

第５１条において準用する第９条から

第１５条まで（略） 

第５３条 

第３項 

（略）教育・保育給付認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもに限る。）

（略） 

（略）教育・保育給付認定子ども（特定

満３歳未満保育認定子どもに限る。）

（略） 

 参考：議案の概要 

令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、「食事の提供に要する費用の取

扱いの変更」や「用語の整理」等の改正が行われたことから、本市条例においても同様の内容

を規定するもの。 


